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第３章 教育委員会の所管施策 
１ 第３期千葉県教育振興基本計画「次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン」 概要 
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１ 第３期千葉県教育振興基本計画「次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン」 概要 

Ⅰ 計画策定のポイント 

・ 教育基本法第１７条第２項で規定された，千葉県における教育の振興のための施策に関する基本的な計画。 

・ 計画期間は令和２～６年度（５年間）。 

・ 「子供」「学校」「家庭・地域」「県民」を柱として４つの基本目標と１１の施策を設定。 

 

 

 

 

○ 日本の若者は，諸外国の若者に比べて，自分を肯定的に捉える割合が顕著に低いと言われています。千葉県や日本の未来を担っていく子供

たちには，自己肯定感を高め，県民としての誇りを持って，未来への第一歩を踏み出してほしい，というのが私たちの願いです。そのために

は，県民の学校教育への参画のもと，学校では教師が，家庭では親が，地域においては地域住民が，それぞれの立場から子供たちに関わって

いくことが必要です。 

○ また，今後は IoT，ビッグデータ，AI などの第四次産業革命の時代を迎えます。学びのあり方，体系，教育政策も大きく変わってきており，

学校教育も，未来を見越して，その内容を見直す時期に来ています。しかし，デジタルの時代であるからこそ，クリエイティビティ（創造性），

ホスピタリティ（おもてなし），モラリティ（道徳性，倫理性）などの人間の強みを伸ばすことが重要です。 

○ さらに，東京オリンピック・パラリンピック競技大会では，本県も８競技の会場地になります。世界中が注目するこの大会を契機に，子供

たちが将来，郷土や世界で活躍することができるよう，主体的に課題を発見して解決する力，創造力，発想力，他者と協働するリーダー    

シップ，チームワーク，コミュニケーション能力，豊かな感性，多様性を尊重する態度など，グローバル時代に必要な資質・能力を高め，    

世界とつながる人材を育てることが求められます。 

基 本 理 念 

「ちばの教育の力で『県民としての誇り』を高める！『人間の強み』を伸ばす！『世界とつながる人材』を育てる！」 

子 供 学 校 家庭・地域 県 民 

・「知」「徳」「体」のバランスの  

取れた「生きる力」の育成 

・子供の自立や社会参加に向けた，

能力や可能性の伸長 

・子供の学びを支える学習環境 

づくり 

・教員採用・研修の充実や教職員の

働き方改革 

・不登校や経済的理由など様々な

困難を有する児童生徒，家庭 

へのきめ細かな支援 

・地域全体で子育てを支える家庭 

教育への支援 

・家庭・地域と学校との協働体制の

構築 

・県民がいつでも学べる場や機会の

提供 

・障害のある人の生涯学習の充実 

・郷土と国の歴史への理解，多様性

を尊重する態度など，国際社会の

担い手として求められる能力の

育成 

・県民がスポーツに親しむことが 

できる環境の整備 

・障害者スポーツの推進 

【基本目標４】 

ちばの教育の力で， 

世界を舞台に活躍する人材を

育成し，「楽しい」「喜び」に  

満ちた豊かな社会を創る 

【基本目標３】 
ちばの教育の力で， 

家庭と地域の絆を深め，全て

の人が活躍できる環境を整える 

【基本目標２】 
ちばの教育の力で， 
「自信」と「安心」を育む学校

をつくる 

【施策１】 
人生を主体的に切り拓くための

学びの確立 

【施策２】 
道徳性を高める心の教育の推進 

【施策３】 
生涯をたくましく生きるための

健康・体力づくりの推進 

【施策４】 
共生社会の形成に向けた特別 

支援教育の推進 

【施策５】 
人間形成の場としての活力ある

学校づくり 

【施策６】 
教育現場の重視と教員の質・ 

教育力の向上 

【施策７】 
多様なニーズに対応した教育の

推進 

【施策８】 
家庭教育への支援と家庭・地域

との連携・協働の推進 

【施策９】 
人生 100年時代を見据えた生涯

学習の推進 

【施策 10】 
郷土と国を愛する心と世界を 

舞台に活躍する能力の育成 

【施策 11】 
「するスポーツ」「みるスポーツ」

「ささえるスポーツ」の推進 

【基本目標１】 
ちばの教育の力で， 

志を持ち，未来を切り拓く， 

ちばの子供を育てる 

４つの基本目標と１１の施策 

・子供たちが，豊かな自然や多くの人々，様々な知識や技能に触れ，関わり，つながっていくことが必要です。 

・子供たちの教育に直接携わる学校や家庭はもとより，地域の住民や企業なども「全ての大人が子供の育成に関わる」という自覚を持ち，    

つながることによって，互いに支え合うコミュニティを形成することが，地域全体の教育力の向上につながります。 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として，世界中の人々とつながることができるように，学校はもとより全ての県民一体と

なって「教育立県ちば」の実現を目指します。 

基本的な取組方針 「ふれる」，「かかわる」，そして「つながる」 

Ⅲ 計画の構成 

【第１章】 計画策定の基本的な考え方 計画策定の趣旨，計画期間，策定のプロセスなど 

【第２章】 千葉県教育の目指す姿 千葉県教育をめぐる現状と課題，第２期計画の検証と今後の重要課題及び第３期計画の基本理念，

基本目標など 

【第３章】 重点的な施策・取組 第３期計画で実施する１１の施策と３７の取組について 

【第４章】 計画の推進にあたって 第３期計画の推進体制や進捗管理，指標について 

Ⅱ 計画の概要 

Gaiyou  
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２ 第３期千葉県教育振興基本計画の実施状況 

（１） 千葉県教育の「あるべき姿」と各施策の実施指標 

千葉県教育の目指す姿として「子供の姿」「学校の姿」「家庭・地域の姿」「県民の姿」を定めて

います。これらの４つの姿がどれだけ実現できているかを数値化し、千葉県教育全体の実施状況

を示す目安として、３つの項目を設定しました。これらの数値が長期的に増加することを目指し、

第３期計画に掲げた各施策を推進しています。 

項  目 基準値 令和５年度 

【子供の姿】 

学校評価における児童生徒アンケートにおいて、

「学校生活」に関する項目について「満足」「概ね

満足」と回答した児童生徒の割合 

８８.５％ 

（令和２年度） 
８９.１％ 

【学校の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学

校運営」に関する項目について「満足」「概ね満足」

と回答した保護者の割合 

８８.０％ 

（平成３０年度） 
８８.１％ 

【家庭・地域の姿】【県民の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学

校・家庭・地域が連携して子供を育てる環境が整っ

ている」と回答した保護者の割合 

８５.２％ 

（平成３０年度） 
８４.９％ 

（学校評価におけるアンケート回答数 児童生徒：409,786 人 保護者 290,860 人） 

 

項  目 
基準値 

（令和２年度） 
令和５年度 

【子供の姿】 

学校評価における児童生徒アンケートにおいて、「学校生活」に   

関する項目について「満足」「概ね満足」と回答した児童生徒の割合 

８８．５％ ８９．１％ 

状
況 

・「学校生活」に関する項目について「満足」「概ね満足」と回答した児童生徒の割合は、３年

連続で基準値を上回り、令和５年度は８９．１％でした。新型コロナウイルス感染症拡大防

止措置が緩和され、各学校において、教育活動の確保に努めたことやスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーの配置による相談体制の充実、学校行事等が実施できたことで

児童生徒の学校生活に対する満足度の上昇につながったと考えられます。 
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主
な
取
組 

「知」「徳」「体」のバランスの取れた「生きる力」の育成や子供の自立、社会参加に向けた能

力や可能性の伸長を目指し、「人生を主体的に切り拓くための学びの確立」、「道徳性を高める

心の教育の推進」、「生涯をたくましく生きるための健康・体力づくりの推進」、「共生社会の形

成に向けた特別支援教育の推進」の４つの施策を展開しました。 

・確かな学力を育むため、ちばっ子「学力向上」総合プランのもと、児童生徒の学習意欲の向

上と教員の授業改善の推進を図りました。 

・豊かな心を育むため、道徳教育推進プロジェクト事業を実施し、今後の道徳教育の在り方に

ついて検討するなどしました。また、いじめ防止対策等推進事業を実施し、スクールカウン

セラー・スクールソーシャルワーカーの配置の充実を図るなどしました。 

・健やかな体を育むため、いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業を実施し、子供の体力・

運動能力を多面的に把握するとともに、運動・食育・生活習慣が一体となった健康・体力づ

くりを推進し、その成果の普及、活用を図るなどしました。 

・特別支援教育では、「第３次千葉県特別支援教育推進基本計画」等にのっとり、一人一人の

教育的ニーズに応じた教育を推進しました。  
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項  目 
基準値 

（平成３０年度） 
令和５年度 

【学校の姿】  

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学校運営」に関する

項目について「満足」「概ね満足」と回答した保護者の割合 

８８.０％ ８８．１％ 

状
況 

・「学校運営」に関する項目について、「満足」「概ね満足」と回答した保護者の割合は、８８．

１％でした。新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が緩和されたことにより、感染症拡大

前の達成状況に戻りつつあります。ホームページや連絡メール、ＳＮＳ等を通じた学校から

の積極的な情報発信や児童生徒の学校生活に対する満足度の上昇により、保護者の学校運営

に対する満足度も上昇したと考えられます。 

主
な
取
組 

子供の学びを支える学習環境づくり、教員の採用・研修の充実や教職員の働き方改革、不登

校や経済的理由など様々な困難を有する児童生徒、家庭へのきめ細かな支援を目指し、「人間

形成の場としての活力ある学校づくり」、「教育現場の重視と教員の質・教育力の向上」、「多様

なニーズに対応した教育の推進」の３つの施策を展開しました。 

・活力ある学校づくりを行うため、学校種、地域の特性に応じた地域全体での通学路を含む学

校安全推進体制の構築に向け、取り組むとともに、スケアード・ストレイト交通安全教室を

実施し、交通安全に関する意識の向上に取り組むなどしました。 

・教職員の資質向上を図るため、教職員の資質能力の向上や学校経営改善のための研修事業等

の総合的な計画を策定し、実施するなどしました。 

・働き方改革を行うため、学校の働き方改革事業を実施し、教職員が子供と向き合う時間の確

保を目的に庁内各課の横断的な連携を図りながら、教職員の長時間労働の改善に取り組むな

どしました。 

・多様な教育ニーズへの対応を行うため、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカ

ーの配置の充実を図るとともに、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の支

援のための協議会の開催や相談窓口の設置、電話相談や面接相談を実施するなどしました。 
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項  目 
基準値 

（平成３０年度） 
令和５年度 

【家庭・地域の姿】【県民の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学校・家庭・地域が

連携して子供を育てる環境が整っている」と回答した保護者の割合 

８５.２％ ８４．９％ 

状
況 

・「学校・家庭・地域が連携して子供を育てる環境が整っている」と回答した保護者の割合は、

令和２年度から下降傾向でしたが、令和５年度は上昇し、達成状況は８４．９％でした。新

型コロナウイルス感染症拡大防止措置が緩和されたことで、地域活動等が再開され、改めて

地域とのつながり・支えあいを再認識できたことが一因と考えられます。 

主
な
取
組 

家庭と地域の絆を深め、全ての人が活躍できる環境を整えることや世界を舞台に活躍する人

材を育成し、「楽しい」「喜び」に満ちた豊かな社会を創ることを目指し、「家庭教育への支援

と家庭・地域との連携・協働の推進」、「人生 100年時代を見据えた生涯学習の推進」、「郷土と

国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成」、『「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささ

えるスポーツ」の推進』の４つの施策を展開しました。 

・学校、家庭、地域の連携を支援するため、地域全体で子供たちを育む「地域とともにある学

校づくり」を目指し、「地域学校協働活動」の推進を図るとともに学校と地域住民等が力を

合わせて学校運営に取り組む「コミュニティ・スクール」の設置を推進するなどしました。 

・生涯学習を推進するため、県民の学習ニーズに応え、生涯にわたり学び続けていくための環

境や機会を提供しました。また、青少年教育施設における自然体験・生活体験活動の推進事

業では、豊かな自然環境を活用した宿泊を伴う自然体験や生活体験などを通して、学校では

体験することのできない成功体験や失敗体験を積み重ねながら、対人関係能力の育成など青

少年の健全育成を推進するなどしました。 

・郷土、国の歴史と文化について学ぶ教育を推進するため、子供たちの国際感覚や多文化理解

が向上することを目的に、国際交流の機会を増やすなどしました。また、県有文化財管理活

用事業では、出土文化財の実物を使用した体験学習、「土器ッと古代“宅配便”」を実施する

とともに、出土文化財を活用した学習キットを作成し、貸し出すなどしました。 

・スポーツの推進のため、県民のスポーツ活動の拠点となる「総合型地域スポーツクラブ」の

設立や活動を支援する「千葉県広域スポーツセンター」をスポーツ文化局生涯スポーツ振興

課内に設置し、人材養成や情報提供等の支援事業を行うなどしました。また、愛媛県で開催

されたねんりんピックに１８８名を派遣する等、シニアスポーツの推進も図りました。 
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（２） 各施策・指標の達成状況 

令和５年度は、第３期千葉県教育振興基本計画を実施し、４年目となりました。千葉県教

育の「あるべき姿」の達成状況は以下のとおりです。 

施策 指標の項目 
基準値 

（基準年度） 

目標 

（令和６年） 
達成状況 達成度 

子

供

の

姿 

１ 

人生を主

体的に切

り拓くた

めの学び

の確立 

主体的に授業改善に取り組

んだ学校の割合 

小 ２８.６％ 

中 ２３.３％ 

(平成３０年度) 

小 １００％ 

中 １００％ 

小 ２４．７％ 

中 １３．３％ 
△ 

児童・生徒のＩＣＴ活用を

指導する能力 

６８.１％ 

(平成３０年度) 
１００％ 

７６．５％ 

(令和４年度) 
〇 

生徒の卒業段階における 

英語力 

（中 ＣＥＦＲ Ａ１レベル） 

（高 ＣＥＦＲ Ａ２レベル） 

中 ５２.３％ 

高 ４０.９％ 

(平成３０年度) 

中 ６０％ 

高 ６０％ 

中 ５３.７％ 

高 ４５.９％ 
△ 

２ 

道徳性を

高める心

の教育の

推進 

「道徳の授業で学んだこと

は、必要のあることだと思

う」と考える児童生徒の割

合 

９１.０％ 

（令和元年度） 

肯定的な回答 

８５.０％以上を維持 

小 ９５.５％ 

中 ９２.６％ 
◎ 

本県のいじめの認知件数に

占める、いじめの解消して

いるものの割合 

８２.０％ 

※全国８５.８％ 

(平成２９年度) 

国と同程度 

（±１％） 

の解消率を維持 

７９．０％ 

※全国７７．１％ 

（令和４年度） 

◎ 

３ 

生涯をた

くましく

生きるた

め の 健

康・体力

づくりの

推進 

小学校における新体力テスト 

（８種目８０点）の平均点 

４９.２点 

(平成３０年度) 
５０.０点 ４７.０点 △ 

４ 

共生社会

の形成に

向けた特

別支援教

育の推進 

幼・小・中・高等学校におい

て作成した「個別の教育支

援計画」や「個別の指導計

画」を学年間、他校種への引

継ぎ資料として活用した割

合 

「個別の教育支援計画」 

６７.７％ 

「個別の指導計画」 

７１.３％ 

（令和２年度） 

「個別の教育支援計画」 

８２.５％ 

「個別の指導計画」 

８３.７％ 

「個別の教育支援計画」 

７５.１％ 

「個別の指導計画」 

７５.８％ 

〇 

学

校

の

姿 

５ 

人間形成

の場とし

ての活力

ある学校

づくり 

児童生徒の登下校時におけ

る交通事故死傷者数 

死亡者   

１人 

負傷者 

６８２人 

(令和元年) 

死 亡 者 を な く

し、負傷者は減

少を目指します 

死亡者  ０人 

負傷者５８３人 
◎ 

私立学校における教員一人

当たりの生徒等の数 

１７.３人 

(平成３０年度) 
減少を目指します １６.７人 ◎ 

６ 

教育現場

の重視と

教 員 の

質・教育

力の向上 

組織的・継続的な研修を行

っている学校の割合 

小 ７５.５％ 

中 ５９.６％ 

(平成３０年度) 

小 １００％ 

中 １００％ 

小 ８４．３％ 

中 ８０．８％ 
〇 

県教育委員会が実施する調

査等の縮減 

２７６件 

(令和元年度) 
減少を目指します ２４７件 ◎ 

７ 

 

多様なニ

ーズに対

応した教

公立学校における学校内外

の機関等で相談・指導等を

受けていない不登校児童生

３７.８％ 

(平成３０年度) 
減少を目指します 

４０．３％ 

（令和４年度） 
△ 
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育の推進 徒の割合 

公立高等学校における中途

退学生徒の割合 

１.３１％ 

(平成３０年度) 
減少を目指します 

０.９３％ 

（令和４年度） 
◎ 

千葉県子ども・若者総合 

相談センターにおける相談

件数 

１,０７９件 

(平成３０年度) 
１,３００件 ２，２６３件 ◎ 

家

庭

・

地

域

の

姿 

 

 

県

民

の

姿 

８ 

家庭教育

への支援

と家庭・

地域との

連携・協

働の推進 

地域学校協働本部が整備さ

れた小中学校の割合 

３８.７％ 

※全国５０.５％ 

(令和元年度) 

全国平均以上を 

目指します 

６９．７％ 

※全国７１．７％ 
〇 

コミュニティ・スクールを

導入した学校の割合 

６.３％ 

※全国２１.３％ 

(令和元年度) 

全国平均以上を 

目指します 

３３．１％ 

※全国５２．３％ 
〇 

９ 

人生 100

年時代を

見据えた

生涯学習

の推進 

千葉県生涯学習情報提供システム

「ちばりすネット」の情報登録件数 

５,５１０件  

(平成３０年度) 
増加を目指します ５，７４３件 〇 

県立生涯学習施設（青少年

自然の家、さわやかちば県

民プラザ）の主催事業の参

加者数 

青少年自然の

家 

３０,４４２人 

さわやかちば県民プラザ 

８０,０５９人 

(平成３０年度) 

増加を目指します 

青少年自然の家 

１４，２３６人 

さわやかちば県民プラザ 

２３，４８９人 

― 

10 

郷土と国

を愛する

心と世界

を舞台に

活躍する

能力の育

成 

学校・社会教育施設等にお

ける出土文化財の活用件数 

１１８件 

(平成３０年度) 
１５０件 １０５件 ― 

留学・研修旅行のために 

出国した生徒の人数 

（県立高校） 

３か月以上の 

留学・研修旅行 

５７人 

(令和元年度) 

増加を目指します 

3 カ月以上 

２５人 

期間を問わない 

１４３人 

△ 

11 

「するス

ポーツ」

「みるス

ポーツ」

「ささえ

るスポー

ツ」の推

進 

成人の週１回以上のスポー

ツ実施率 

４８.７％ 

(平成３０年度) 
６０％ ５３．７％ △ 

※：達成度（◎：目標を達成、○：目標達成に向け順調に推移している、△：目標達成に向け努力を要する） 

【概要】 

   １１の具体的な施策に対して２１の指標を設定し、そのうち令和５年度時点の達成度とし

て、既に令和６年度の目標値を上回っている項目としての「◎」が７個、基準年より目標値

に近づいており、目標達成に向け順調に推移している項目としての「○」が６個、基準値か

ら数値に改善が見られない努力を要する項目としての「△」が６個としました。また、２１

の指標のうち、新型コロナウイルス感染症の影響が非常に大きいと考えられる項目について

は、現時点での達成度を「―」としました。 
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施策１ 人生を主体的に切り拓くための学びの確立 

具体的な取組 

（１）子供の学習意欲を高め学力向上を図る取組の推進 
（２）全ての子供が、本に親しみながら成長していくための「読書県『ちば』」

の推進 
（３）子供のコミュニケーション能力を伸ばす外国語教育の充実 
（４）学びの質を高め、情報活用能力を育むＩＣＴ利活用の推進 
（５）学びを将来へとつなぐ系統的なキャリア教育の推進 
（６）幼児教育の質の向上と初等教育への円滑な接続 

取組実績 

・「ちばっ子の学び変革」推進事業※１では、県内 20 校を第 5 期の検証協力校
に指定し、全国学力学習状況調査の結果を活用した授業改善を通して自校の
学習状況を把握分析し、児童生徒の学力向上に資するため、令和 5年度末に 1
年間の研究状況の報告書をまとめ、HP上で公開しました。 

・ちばのやる気学習ガイド※２は、国語・理科の問題を改訂し、県ホームページ
への掲載及び周知をしました。また、文部科学省に MEXCBT※３への搭載を依
頼しました。 

・全国学力・学習状況調査の分析・活用を促すことで、各学校が児童生徒の学力
向上対策に効果的に取り組めるようにするため、県教育委員会による学校へ
の訪問時に自校の分析や具体的な取組を説明できるよう求めるとともに、学
力向上通信「COMPASS」※４の発行、令和 5年度「全国学力・学習状況調査活
用の手引き」の作成を行いました。 

・子どもの読書への関心を高めるために、読書の楽しさや意義を伝える「千葉県
子ども読書の集い」を開催し、家庭での読書をすすめるために、県内の図書館
司書がおすすめする本を紹介した「子供の読書活動啓発リーフレット」を配付
しました。 

・外国語教育の充実を図るために、60名の外国語指導助手（ALT）を県立学校 159
校に派遣しました。併せて、教員の英語力と指導力を向上させるために、各種
教員研修を実施しました。 

・児童生徒の ICT 活用を指導できる教員の指導力を向上させるため、GIGA スク
ール運営センターを設置し、県立学校及び市町村教育委員会からの ICT 利活
用に関する相談に応じるほか、県立学校の管理職や教員対象の研修会を 4 回
実施しました。 

・高校生に向けて、研究者や起業家、技術開発者等によるキャリア形成意識を醸
成するための講演(キャリアデザイン講演会)を 3 校の県立高校で実施しまし
た。 

・子供たちの発達段階ごとのキャリア意識の変化や、産業界が求める人材やスキ
ルを把握するための調査を県内中高生や大学生、社会人を対象に実施しまし
た。 

・生徒の職業理解を深めるために制作した県内企業で働く人々を紹介する映像
教材及び、小・中・高等学校を通した系統的なキャリア教育を推進するために
制作したキャリア教育の手引を教員の研修会等を通じて紹介し、活用を促し
ました。 

・子供たちが、様々な職業の技術やノウハウに触れ、職業観・勤労観を形成する
ことができるよう、「ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度※５（令和 5
年：838企業登録）」の理解促進を図るため、企業団体を訪問して教育 CSR※６
リーフレットの配付や説明を行い、登録企業の増加に努めました。また、「企
業等による出前授業等一覧」を作成し、各学校へ配付しました。 

・教育の質の向上や保幼小の教育内容、指導方法等の円滑な接続円滑な接続等、
幼児教育を推進するため、幼児教育アドバイザーを幼稚園等に 97回派遣し、
保育等の指導者に指導・助言等を行いました。 

 

【基本目標１：子供】施策１～４ 

ちばの教育の力で、志を持ち、未来を切り拓く、ちばの子供を育てる 

・「知」「徳」「体」のバランスの取れた「生きる力」の育成 

・子供の自立や社会参加に向けた、能力や可能性の伸長 
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※1「ちばっ子学びの変革」推進事業：「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進する

事業。 

※2「ちばのやる気学習ガイド」：県教育委員会が中学生向けに作成している回答・解説付きの問題(国語、

社会、数学、理科及び英語)。どれも自由にダウンロードできる。 

※3 MEXCBT システム：国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題を活用し、オンライン上で学習や

アセスメントができる文部科学省の設置による CBT（Computer Based Testing）プラットフォームの

こと。 

※4 学力向上通信「COMPASS」：「全国学力・学習状況調査」を学力向上や授業力向上に活用していくこと

を中心に、学力向上に関連する情報を学校に向けて発信したもの。 

※5ちば家庭・学校・地域応援企業登録制度：教育 CSRに取り組む企業と県教育委員会が連携し、家庭・

学校・地域が一体となって子供達を育てる環境づくりを推進するため、従業員の家庭教育支援、学校

や地域への貢献等の活動を行っている企業等を登録し、県ホームページに掲載し、推奨すること。 

※6 CSR：Corporate Social Responsibilityの略で、「企業が社会的存在として果たすべき責任」のこと。

教育 CSRは教育現場への講師派遣や教材の開発・提供、施設見学、職場体験プログラムなど、企業が

社会の一員として教育活動に参加すること。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 
主体的に授業改善に取り組んだ学
校の割合（「全国学力・学習状況調

査」において「よく行った」と回答し

た学校の割合） 

小 ２８．６％ 
中 ２３．３％ 

小 １００％ 
中 １００％ 

小 ２４．７％ 
中 １３．３％ 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

小 実績値(%) ― 19.7 18.8 24.7  

中 実績値(%) ― 13.5 14.5 13.3  
 

要因分析 

・指標は「よく行った」と回答した割合ですが、「行った」と回答した学校を加
えた肯定的な回答の割合は小学校で９４．４％、中学校で８８．０％になって
いることから、主体的な授業改善の必要性に係る認識は定着してきており、県
教育委員会の取組が一定の効果を上げているものと考えられます。 

・しかし、学校規模（教員数）による教員の多忙化や授業改善方法に関する情報
不足等から授業改善の体制を十分に整えることのできないことが課題となっ
ています。 
 
以上の実施状況と、達成状況が基準値を下回っていることを踏まえ、「目標達
成に向け努力を要する」と評価しました。 

今後の方向 

・各学校が限られた勤務時間の中で、学校規模等に関わらず主体的に授業改善に
取り組んでいけるよう、全国学力・学習状況調査を活用した授業改善におい
て、特に成果の見られた学校の取組を好事例としての周知、分析のためのツー
ルの積極的活用の促進等に取り組みます。 
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※CEFR：外国語の習熟度や運用能力を測る国際的な指標のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和４年度） 

児童生徒のＩＣＴ活用を指導する
能力 

６８．１％ １００％ ７６．５％ 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値(%) 73.5 75.0 76.5   

※R5の実績値は11月頃判明します。 

要因分析 

・達成状況は年々上昇しています。児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力に係る
認識は定着してきており、県教育委員会の取組が一定の効果を上げているも
のと考えられます。 

・一方で、学校間や職員間で指導力に差があることが課題となっています。 
  
以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標達成
に向け順調に推移している」と評価しました。 

今後の方向 
・引き続き、ＩＣＴ教育に関する教員研修を充実させ、教員の指導力向上に努め
ます。また、ＩＣＴの効果的な活用をしている学校の好事例を県内の全学校に
共有し、ＩＣＴ機器の効果的な活用を促します。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 
生徒の卒業段階における英語力 
中：ＣＥＦＲ Ａ１レベル 
高：ＣＥＦＲ Ａ２レベル 

中 ５２．３％ 
高 ４０．９％ 

中 ６０％ 
高 ６０％ 

中 ５３．７％ 
高 ４５．９％ 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

中 実績値(%) 57.4 52.0 59.1 53.7  

高 実績値(%) 49.8 42.0 46.5 45.9  
 

要因分析 

・授業改善は進んできているものの、目標値の達成には至っておりません。 
・新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことにより、授業における
言語活動の制限がなくなり、評価材料が多様化したことで、評価基準が厳しく
なったと考えられます。 

・一方で、全国学力・学習状況調査や外部検定試験の結果のみで、英語力を判断
していることも考えられます。 

  
以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け努力を要する」と評価
しました。 

今後の方向 
・引き続き、研修内容の充実を図り、授業改善をとおして生徒の英語力向上を目
指していきます。また、生徒の英語力の評価基準についても研修等を通して指
導・助言していきます。 
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施策２ 道徳性を高める心の教育の推進 

具体的な取組 
（１）豊かな情操や道徳心を育む教育の推進 
（２）安心して学べる環境を実現するいじめ防止対策等の推進 
（３）ちばのポテンシャルを活用して心を豊かにする教育の推進 

 

取組実績 

・就学前、小・中・高校、特別支援学校の各学校段階に応じてより効果的な道徳
指導を行うため、研究指定校を設定し、「『いのち』のつながりと輝き」をテー
マに、今後の道徳教育の在り方について検討しました。研究指定を受けた県立
高校 5 校で、各校ごとのテーマに沿って道徳教育の研究実践を行い、授業公
開や実践事例集の作成を通して、県内の道徳教育の推進に寄与しました。 

・特色ある道徳教育推進校の小・中学校 10 校、高等学校 5 校、特別支援学校 1
校、幼稚園 1 園の担当教員からなるワーキンググループを設置し、千葉県版
道徳教育アーカイブの開設準備や情報交換を実施しました。また、各校におい
て道徳教育推進教師を中心とした校内研修の充実に努めました。 

・千葉市を除く、全公立小・中学校及び県立高等学校（97校）、特別支援学校 1
校にスクールカウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図るとともに、ア
ンケートや教育相談を定期的に実施することで、いじめの早期発見、早期解消
に努めました。 

・学校におけるいじめ対応力強化のため、生徒指導の経験が豊富な退職教員等を
県立高校 8 校に生徒指導アドバイザーとして配置し、配置校において生徒指
導に関するアドバイスや校内巡視、教育相談の補助、校内研修の講師を行いま
した。 

・いじめ防止対策等に関するリーフレットを、小学校 1年生・4年生、中学校 1
年生、小学校 1 年生の保護者に配付しました。いじめに悩む児童生徒が一人
で悩むことなく、気軽に相談できるように啓発カードを小学校 3 年生・6 年
生、中学校 3年生に配付しました。 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 
「道徳の授業で学んだことは、必
要のあることだと思う」と考える
児童生徒の割合 

９１．０％ 
肯定的な回答 

８５．０%以上を
維持 

小 ９５．５％ 
中 ９２．６％ 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

小 実績値(%) 

92.3 93.3 
94.3 95.5  

中 実績値(%) 90.1 92.6  
 

要因分析 

・各種研修会で道徳教育の充実について指導・助言を行ったことで、多くの学校
で道徳の授業の充実が図られたと思われ、県教育委員会の取組が一定の効果
を上げているものと考えられます。 
 
以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標を達
成」と評価しました。 

今後の方向 

・今後も推進校の授業実践などの情報提供や県教育委員会作成の教材の活用を
促すことで更なる道徳の授業の充実を図っていきます。 

・千葉県版道徳教育アーカイブを開設し、県内の各公立学校に教材や資料の積極
的な活用についての周知をするとともに、最新の情報を提供できるようにし
ていきます。 
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指標の項目 
基準値 

（平成２９年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和４年度） 
本県のいじめの認知件数に占め
る、いじめの解消している者の 
割合 

８２．０％ 
※全国８５．８％ 

国と同程度 
（±１％）の 
解消率を維持 

７９．０% 
※全国７７．１% 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

全国値(%) 77.4 80.1 77.1   

実績値(%) 77.3 78.7 79.0   

R5の実績値は11月頃判明します。 

要因分析 

・各学校において、アンケートや教育相談体制の充実を図ったことで、児童生徒
の状況を丁寧に把握することができ、いじめの早期発見、早期解消につながっ
たと考えられます。 

  
以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標を達
成」と評価しました。 

今後の方向 

・スクールカウンセラーを全公立小・中学校、県立高等学校及び特別支援学校５
校に配置し、教育相談体制の更なる充実を図っていきます。 

・教職員を対象とした、いじめの未然防止や認知、解消をはじめとする、「いじ
め問題に係る研修会」を実施し、引き続き、いじめ問題の早期発見、早期解消
に努めていきます。 

・いじめ防止啓発カード・リーフレットをデータで配付し、一人一台端末を有効
に活用し、いじめ防止に対する教育の推進を促していきます。 
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施策３ 生涯をたくましく生きるための健康・体力づくりの推進 

具体的な取組 
（１）体力向上を主体的に目指す子供の育成 
（２）子供の健康を守る学校保健の充実 
（３）食を通じた健康づくりの推進 

取組実績 

・児童生徒の運動機会の創出を目的に開催している、いきいきちばっ子コンテス
ト「遊・友スポーツランキングちば」を実施しました。コンテストの参加率は、
令和 4年度より 3.4ポイント増加しています。 

・スポーツエキスパート活用事業では、生徒にスポーツの楽しさ・爽快さ・達成
感等を体験する機会を豊かにし、生涯にわたりスポーツに親しむ基礎を培う
と共に、運動部活動と地域社会との連携を図るため、県立学校に対し専門的実
技指導のできる指導者を 45校に派遣しました。 

・学校における歯科指導では、歯磨き指導等の啓発を行ったことにより、どの校
種においても昼食後の歯磨き指導や自発的な歯磨きの実施率が向上しまし
た。 

・学校における食育活動を活性化するため、食育サポート企業による学校参加型
食育プログラムの啓発促進支援や学校等において食育授業を担当するちば食
育アドバイザー研修会等を開催しました。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 
小学校における新体力テスト 
（８種目８０点）の平均点 

４９．２点 ５０．０点 ４７．０点 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値(%) - 47.3 47.3 47.0  
 

要因分析 

・体力合計点は、昨年度と比較すると若干下回り、経年変化でも依然として低下
傾向が継続しています。種目別の昨年度との比較では、長座体前屈は回復傾向
が見られましたが、「握力」、「立ち幅跳び」では低下傾向が見られました。特
に、立ち幅跳びは全国平均を下回りました。 

・体力を向上させるためには、「運動好きな児童生徒を育成すること」「体育の授
業以外の運動習慣の形成（1 日 1 時間以上を推奨）」が重要であると考えられ
ます。児童生徒に体を動かすことは楽しいと感じさせることが必要であり、全
ての児童生徒が運動に触れる体育において「楽しい」と感じることができる授
業を展開することが重要であると考えます。 

 
 以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け努力を要する」と評価
しました。 

今後の方向 

・児童生徒にとって、「楽しい」と感じることができる体育の授業を展開し、
運動することへの意欲化を図れるように各種研修会で周知していきます。 

・休み時間等に児童生徒が取り組める運動イベントを推奨するなどして、体育
学習以外の運動機会（1日 1時間以上を推奨）の創出に努めます。 
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施策４ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 

具体的な取組 
（１）連続性のある「多様な学びの場」と支援の充実 
（２）早期からの教育相談と支援体制の充実 

 

取組実績 

・個別の教育支援計画及び個別の指導計画活用促進について、県内全公立学校に
文書での通知を行いました。 

・「第3次千葉県特別支援教育推進基本計画」及び「第3次特別支援学校整備計画」
を基に、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進を図るために、
年2回、特別支援教育研究推進会議を実施しました。 

・特別支援教育の理解推進、専門性の向上を図るために、特別支援アドバイザー
を県内の5教育事務所に配置し、公立学校の依頼に応じて派遣しました。 

・高等学校における特別支援教育の充実を図るために、高等学校2校を県教育委
員会研究指定校に指定し、高等学校における特別支援教育の推進に向けた体制
整備の研究に取り組みました。 

 

指標の項目 
基準値 

（令和２年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 
幼･小･中･高等学校において
作成した「個別の教育支援計
画」や「個別の指導計画」を
学年間、他校種への引継ぎ資
料として活用した割合 

「個別の教育支援計画」
６７．７％ 

「個別の指導計画」
７１．３％ 

「個別の教育支援計画」
８２．５％ 

「個別の指導計画」
８３．７％ 

「個別の教育支援計画」 
７５．１％ 

「個別の指導計画」 
７５．８％ 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

教育支援計画(%) 67.7 70.4 70.9 75.1  

指導計画(%) 71.3 70.7 73.2 75.8  
 

要因分析 

・県内全公立学校に個別の教育支援計画及び個別の指導計画の活用促進について
周知したことで、個別の教育支援計画や個別の指導計画の活用についての理解
が進み、活用率が向上したと考えられます。個別の教育支援計画では前年度に
比べ4.2ポイントの向上、個別の指導計画では前年度に比べ2.6ポイントの上昇
が見られました。 

・一方で、両計画を活用した引継ぎは、まだ不十分であり、全職員、保護者が両
計画の作成の目的をしっかりと理解し、保護者了承のもと、確実な引継ぎが行
われる必要があります。 

  
以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け順調に推移している」と
評価しました。 

今後の方向 

・個別の教育支援計画及び個別の指導計画を引継ぎ資料として活用することにつ
いて、引き続き周知し、両計画の引継ぎが行われるように取り組んでいきます。 

・個別の教育支援計画及び個別の指導計画の活用の参考となるような好事例を紹
介し、更なる活用促進に努めます。 
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施策５ 人間形成の場としての活力ある学校づくり 

具体的な取組 

（１）地域に開かれた魅力ある学校づくり 
（２）豊かな学びを支える学校・学習環境づくり 
（３）私立学校の振興と公立学校・私立学校の連携 
（４）安全・安心な学びの場づくりの推進 

 

取組実績 

・地域に開かれた魅力ある学校づくりを推進するため、学校の特色ある行事等を
紹介する「学校イベントカレンダー」（R5.6月～R6.3月の行事）を各報道機関
及び各市町村広報担当課へ情報提供したほか、教育庁の事業や取組等を紹介
する教育広報「夢気球」を年2回発行（6月、11月）し、公立の小・中・高・特
別支援学校等の保護者、県立教育機関、市町村教育委員会に送付しました。ま
た「県教委ニュース」を月2回（年間24回）発行し、県立学校、各教育機関、
市町村教育委員会（市町村教育委員会から市立学校へ送付）へ送付しました。 

・小学校専科非常勤講師等配置では、児童の学力及び学習意欲の向上を図るた
め、小学校専科非常勤講師等を136校に配置しました（算数37校、理科39校、
図工30校、体育30校）。 

・千葉県通学路推進事業では、モデル地域や拠点校における取組、研究成果をウ
ェブページや研修会等で紹介し、普及を図りました。 

・学校安全教室講習会では、交通安全に関する有識者が作成した資料をもとに教
員対象研修を実施しました。 

・スケアード・ストレイト方式※を用いた交通安全教育を県内14か所で実施し、
児童生徒の交通安全に関する意識の向上を図りました。 

・学校防災教育の充実を目指し、学校防災教育強化月間において、学校や地域等
の実情に合った効果的な取組を実施するよう、小・中学校、義務教育学校、高
等学校及び特別支援学校に依頼しました。具体的には、学校主体で実施する実
効性のある訓練、学校と地域が連携し実施する合同防災訓練、学校体制の見直
し等について、当該強化月間の実施要領に具体的な実践内容を示して働きか
けました。  

 
※スケアード・ストレイト方式：恐怖を直視するという意味で、恐怖を実感することでそれにつながる危

険行為を未然に防止するための教育手法、外部講師やスタントマンによる自転車交通事故の実演 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年） 
目標 

（令和６年） 
達成状況 

（令和５年度） 

児童生徒の登下校時における交通
事故死傷者数 

死亡者１人 
負傷者６８２人 

死亡者をなくし、
負傷者は減少を目
指します 

死亡者０人 
負傷者５８３人 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

死亡者（人） 0 2 0 0  

負傷者（人） 524 634 576 583  
 

【基本目標２：学校】施策５～７ 

ちばの教育の力で、「自信」と「安心」を育む学校をつくる 

・子供の学びを支える学習環境づくり 

・教員採用・研修の充実や教職員の働き方改革 

・不登校や経済的理由など様々な困難を有する児童生徒、家庭へのきめ細かな支援 
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要因分析 

・児童生徒の登下校時における交通事故死亡者は０人でした。また、負傷者数も
令和４年度（５７６人）とほぼ同程度であることから県教育委員会の取組が一
定の効果を上げているものと考えられます。 

 
 以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標を達
成」と評価しました。 

今後の方向 

・今後も「道路交通法」、「千葉県自転車条例」及び「ちばサイクルール」等の周
知や関係部局との連携により、自転車使用時のヘルメット着用の推進を含め、
ルールやマナーを身に付ける機会を確保していきます。 

・各市町村に対して「通学路交通安全プログラム」を基に、通学路の安全を確
保するよう求めるとともに、同プログラムの実施状況の把握に努めます。 

 
 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

私立学校における教員一人当たり

の生徒等の数 
１７．３人 

減少を 

目指します 
１６．７人 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（％） 16.9 16.7 17.0 16.7  
 

要因分析 

・学校法人への経常費補助を充実させたことで、私立学校における教員一人当

たりの生徒等の数が減少し、県の取組が一定の効果を上げているものと考え

られます。 

 

 以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標を達

成」と評価しました。 

今後の方向 
・経常費補助の交付において、継続的な取組を行うとともに、より有効な取組に

ついて検討していきます。 
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施策６ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

具体的な取組 
（１）熱意あふれる人間性豊かな職員の採用 
（２）信頼される質の高い教員の育成 
（３）教職員が子供と向き合う時間を確保するための取組の推進 

 

取組実績 

・教育事務所による学習指導要領の円滑な実施に向けた指導・支援を学校の実態
に応じた形で実施しました。  

・各学校が児童生徒の学力向上対策に効果的に取り組めるよう、各学校において
全国学力・学習状況調査結果を分析し、県教育委員会の訪問時には自校の分析
や具体的な取組を説明できるよう求めるとともに、学力向上通信「COMPASS」
の発行や、令和 5年度「全国学力・学習状況調査活用の手引き」の作成等によ
り、全国学力・学習状況調査の分析・活用を促しました。  

・学校事務改善チームを立ち上げ、庁内の文書事務改善に向けて検討を行いまし
た。 

・県教育委員会が実施する調査等の件数について、令和 5 年度は 247 件と、横
ばい傾向にあります。削減できない調査は、頻度や内容の精選、回答方法の改
善等を図りました。 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

組織的・継続的な研修を行ってい

る学校の割合（「個々の教員が自らの

専門性を高めるため、校外の各教科等の

教育に関する研究会等に定期的・継続的

に参加をしていますか（オンラインを含

む）」 

小 ７５．５％ 

中 ５９．６％ 

小 １００％ 

中 １００％ 

小 ８４．３％ 

中 ８０．８％ 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

小 実績値(%) 81.2 60.7 74.9 84.3  

中 実績値(%) 71.3 48.2 69.5 80.8  
 

要因分析 

・「授業研究や事例研究等、実践的な研修を行っていますか」による参考値にな
ります。「よくしている」と回答した割合は、小学校８４．３％、中学校８０．
８％でした。実践的な研修を「よくしている」「どちらかといえばしている」
のような肯定的回答は、小学校９７．７％、中学校９４．０％となっており、
多くの学校で実践的な研修が進められていると考えられます。 

・しかし、実践的な研修の必要性は感じているものの、教員の勤務時間や学校規
模（教員数）との兼ね合いで十分に研修の時間を確保できていないことが課題
となっています。 
 
以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け順調に推移している」
と評価しました。 

今後の方向 

・引き続き、全ての学校で組織的・継続的な研修が実施されるよう、具体的な
研修方法や体制づくりなどを周知していきます。 

・特に優れた校内研修については、好事例として学校訪問や学力向上交流会等
で周知し、全ての学校で組織的・継続的な研修が実施されるよう働きかけて
いきます。 
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指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

県教育委員会が実施する調査等の

縮減 
２７６件 

減少を 

目指します 
２４７件 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（件） 247 248 244 247  
 

要因分析 

・調査等の削減について、県教育委員会の取組が一定の効果を上げているものと
考えられます。さらに、学校における調査・回答業務の負担感を減らしていく
ことが必要です。 
 
以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標を達
成」と評価しました。 

今後の方向 

・調査や回答だけでなく、通知文等についても削減・統合・改善していきます。 
・各課の発出文書について検討結果を集約し、学校向けに周知するとともに、調
査方法の効率化や簡便化等にさらに努め、教職員の負担軽減を図っていきま
す。 
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施策７ 多様なニーズに対応した教育の推進 

具体的な取組 

（１）不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進 
（２）学び直しなどの再チャレンジの機会の充実 
（３）経済的・家庭的理由など様々な困難への支援 
（４）外国人児童生徒等の受入れ体制の整備 

取組実績 

・相談対応等の支援を行うとともに福祉等の関係機関との連携を図るため、スク
ールソーシャルワーカーを小・中学校は地区不登校児童生徒支援拠点校を含
む18校に、県立高校は地域連携アクティブスクールの4校及び定時制課程を置
く17校全校に、さらに教育事務所へ配置しました。  

・不登校児童生徒のうち、長期化等で解消が困難なケースを対象に、専門家がチ
ームを組んで支援に当たる不登校児童生徒支援チームを令和4年度比3件増と
なる68件派遣しました。  

・千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」において、専門相
談員による電話や面談での相談をした他、若者を対象とした支援プログラム
を実施し、困難を有する子ども・若者のより早い復学・就職に向けての支援を
実施しました。 

・生徒指導上の問題の早期発見・早期解決のため、スクールカウンセラーを公立
小学校636校及び義務教育学校4校を含む公立中学校310校、県立高校105校、特
別支援学校1校に配置しました。そのうち、小学校は月1回配置であった104校
を隔週配置に、県立高校は新規に8校への配置を拡充しました。 

・経済的理由で修学が困難な生徒を支援するため、学校を通じてリーフレットの
配布や県民だよりへの掲載等で周知を図っており、保護者が県内に在住する
高校生等753人に「千葉県奨学資金」の貸付けを行いました。  

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和４年度） 
公立学校における学校内外の機関
等で相談・指導等を受けていない
不登校児童生徒の割合 

３７．８％ 
減少を 

目指します 
４０．３％ 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（％） 36.6 41.7 40.3   

※R5の実績値は11月頃判明します。 

要因分析 

・不登校児童生徒数は高い値で推移しており、令和4年度における長期欠席児童
の中で、不登校を理由としている小学校児童は4,600人で前年度の3,583人よ
り1,017人増加し、中学校における長期欠席生徒の中で、不登校を理由として
いる生徒は7,482人で、前年度の6,368人より1,114人増加しています。また、
高等学校における長期欠席生徒の中で不登校を理由としている生徒数は
2,816人で前年度の2,270人より546人増加しています。 

・スクールカウンセラーの配置拡充を行いましたが、不登校児童生徒の増加に伴
い、効果が限定的であることが考えられます。各学校がより一層教育相談体制
の充実を図り、児童生徒の状況を丁寧に把握し、支援につなげていく必要があ
ります。 

 
 以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け努力を要する」と評価
しました。 

今後の方向 

・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置など、校内教育
相談体制の更なる充実を図るとともに、千葉県子どもと親のサポートセンタ
ーなど、学校外の相談機関の周知も図っていきます。 

・令和 6年度版「千葉県版 不登校児童生徒・保護者のためのサポートガイド～
よりそい ささえ合う 子どもの未来～」を作成し、ホームページに掲載しまし
た。今後、冊子版を各学校等へ配付し、生徒や保護者への情報提供を積極的に行
っていきます。 
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指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和４年度） 
公立高等学校における中途退学生
徒の割合 

１．３１％ 
減少を 

目指します 
０．９３％ 

状況 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（％） 0.94 0.96 0.93   

※R5の実績値は11月頃判明します。 

要因分析 

・県立高等学校の中途退学生徒数は859人で、前年度の909人より50人減少しまし
た。 

・各学校が、教育相談体制の充実を図り、生徒の状況について丁寧に把握したこ
とが考えられます。 

  
以上の実施状況と達成状況が基準値を上回っていることを踏まえ、「目標達成
に向け順調に推移している」と評価しました。 

今後の方向 
・今後も、生徒の心理面や環境面に配慮した生徒理解を促し、各学校の教育相
談体制を更に充実させ、中途退学者の減少を目指していきます。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 
千葉県子ども・若者総合相談セン
ターにおける相談件数 

１，０７９件 １，３００件 ２，２６３件 

状況 
 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（件） 2,201 2,009 1,941 2,263  
 

要因分析 

・千葉県子ども・若者総合相談センターには、2,263件の相談があり、目標値よ
りも高い数値になっています。ポスターやリーフレット、ホームページ等を活
用することで、より多くの県民へ周知することができたと思われます。よっ
て、県の取組が一定の効果を上げているものと考えられます。 

 
 以上の実施状況と達成状況が目標を上回っていることを踏まえ、「目標を達
成」と評価しました。 

今後の方向 

・今後も千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」の周知を図
り、困難を有する子ども・若者への支援体制の充実を図っていきます。 

・対面のほかオンラインによる面接相談、若者を対象とした支援プログラムを継
続していきます。 
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施策８ 家庭教育への支援と家庭・地域との連携・協働の推進 

具体的な取組 
（１）全ての教育の出発点である家庭教育への支援 
（２）家庭・地域と学校との協働により地域全体で子供を育てる体制の構築 
（３）虐待など不適切な養育から子供を守る取組の充実・強化 

 

取組実績 

・家庭の教育力向上に取り組む家庭教育支援チームの設置を推進するため、市町
村の行政担当者や家庭教育支援員等に対して研修会・協議会等の機会を通じ
て、家庭教育支援チームの必要性や県の支援、教育と福祉部局の連携・アウト
リーチ型家庭教育支援の好事例を紹介しました。 

・企業等と連携したキャリア教育の機会の更なる充実を図っていくため、企業団
体を訪問し、教育 CSRリーフレットを配付して「ちば家庭・学校・地域応援企
業等登録制度」の説明を行いました。  

・教育と福祉の連携会議の設置及び「アウトリーチ型家庭教育支援※」の実施体
制の整備に向けて、設置主体である県内市町村への訪問（8 市町）活動を行い
ました。 

・放課後子供教室の設置や運営に関する理解の促進、放課後子供教室指導スタッ
フ等の人材発掘及びスキルアップ等を図るため、「新・放課後子ども総合プラ
ン」指導スタッフ等研修会（1回）を開催しました。 

・地域と学校の連携・協働体制構築に向けた人材発掘・人材育成のため、地域学
校協働活動推進員（地域コーディネーター）等を対象に、研修講座（年間 11
回）を実施しました。  

・コミュニティ・スクール導入に向けた理解促進のため、学校運営協議会の委員
や地域コーディネーター、教職員等を対象に、コミュニティ・スクール研修会
（１回）を実施しました。 

※アウトリーチ型家庭教育支援：家庭教育の自主性を尊重しつつ、地域の実情に応じた多様な手法によ

り、保護者に寄り添い届ける家庭教育支援の取組のこと。 
 
 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

地域学校協働本部が整備された小

中学校の割合 

３８．７％ 

全国：５０．５％ 

全国平均以上を 

目指します 

６９．７％ 

全国：７１．７％ 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

全国平均（％） 60.3 65.1 69.2 71.7  

実績値（％） 57.5 60.0 59.0 69.7  
 

要因分析 

・年々、地域学校協働本部の整備率は上昇しています。 
・市町村への訪問や担当者会議等で千葉県コミュニティ・スクールアドバイザー
を活用して、整備に向けての働きかけを行ったところ、整備を進めた学校の割
合が増加しました。 

・研修会や市町村への訪問を通して、コミュニティ・スクールと地域学校協働活
動の一体的な推進を図ったことにより、関係者の理解促進につながったこと
が考えられます。 

 
 以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け順調に推移している」
と評価しました。 

【基本目標３：家庭・地域】施策８～９ 

ちばの教育の力で、家庭と地域の絆を深め、全ての人が活躍できる環境を整える 

・地域全体で子育てを支える家庭教育への支援 

・家庭・地域と学校との協働体制の構築 

・県民がいつでも学べる場や機会の提供 

・障害のある人の生涯学習の充実 
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今後の方向 

・千葉県コミュニティ・スクールアドバイザーを活用し、各教育事務所の社会教
育主事と連携を図りながら市町村訪問を行い、地域学校協働活動とコミュニ
ティ・スクールの一体的推進を図っていきます。 

・地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）等を対象とした研修講座を
開催し、資質の向上を図るとともに、人材育成に取り組んでいきます。 

・引き続き、千葉県コミュニティ・スクールアドバイザーや広報紙（地域連携の
ススメ）を活用し、具体的な好事例を広く周知していきます。 

 
 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

コミュニティ・スクールを導入

した学校の割合 

６．３％ 

全国 ２１．３％ 

全国平均以上を 

目指します 

３３．１％ 

全国 ５２．３％ 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

全国平均（％） 27.2 33.3 42.9 52.3  

実績値（％） 7.1 9.7 17.8 33.1  
 

要因分析 

・千葉県コミュニティ・スクールアドバイザーを活用し、研修会や市町村訪問、
担当者会議で、制度のしくみや好事例等を周知したことによりコミュニティ・
スクール導入の理解促進につながったことが考えられます。 

・県立学校においては導入校が 21校増加して 43校となり、市町村においては導
入校が 157校増加して 348校となりました。 

・一方で、コミュニティ・スクール導入計画の策定がなされていない自治体が 11
あり、導入の理解促進を図っていく必要があります。 

 
以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け順調に推移している」と
評価しました。 

今後の方向 

・千葉県コミュニティ・スクールアドバイザーの活用を通して、コミュニティ・
スクール導入の好事例やメリット等を紹介することにより、全県的な導入の促
進を目指します。特に地域との連携が必要とされている県立学校、導入の方針
がない市町村教育委員会については引き続き、個別訪問等による導入支援を行
っていきます。 

・生涯学習課内に設置したコミュニティ・スクールサポートセンターを中心に、
情報提供や各市町村及び学校訪問等を行っていきます。 

・千葉県コミュニティ・スクールアドバイザーや広報紙（地域連携のススメ）等
を活用して、具体的な好事例や導入の効果等について広く周知していきます。 
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施策９ 人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進 

具体的な取組 
（１）県民への多様な学習機会の提供 
（２）生涯学習の成果を生かし社会に貢献できる仕組みづくり 
（３）障害のある人の生涯を通じた多様な学習活動の推進 

 

取組実績 

・県立青少年教育施設（5施設）の令和 5年度における施設利用者数は 183,587

人であり、親子ふれあいキャンプを実施しました。 

・県民の生涯学習推進のため、各市町村生涯学習・社会教育主管課や公民館等の

社会教育施設に情報提供の依頼を行いました。 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

千葉県生涯学習情報提供システ

ム「ちばりすネット」の情報登録

件数 

５，５１０件 
増加を 

目指します 
５，７４３件 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（件） 7,525 7,965 8,045 5,743  
 

要因分析 

・生涯学習情報提供システム「ちばりすネット」の情報登録件数は、基準値を上
回っていますが、令和 4年度から令和 5年度にかけて、長期間掲載されていた
学習情報や講師情報等について精査を実施し、削除登録を行ったことにより、
情報登録件数が一時的に減少しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止
措置が緩和されたことから今後、各市町村において様々な講座やイベント数が
増加することが考えられます。 

  
以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け順調に推移している」
と評価しました。 

今後の方向 
・ＡＩシステムを活用して、インターネットから講座イベント情報を収集する
ことにより、情報登録件数の更なる増加を目指します。 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

県立生涯学習施設（青少年自然の

家、さわやかちば県民プラザ）の

主催事業の参加者数 

青少年自然の家  

３０，４４２人 

さわやかちば県民プラザ  

８０，０５９人 

増加を目指します 

青少年自然の家 

１４，２３６人 

さわやかちば県民プラザ 

２３，４８９人 

状況 

青少年自然の家 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（人） 3,757 4,244 8,730 14,236  

さわやかちば県民プラザ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（人） 6,246 7,054 12,974 23,489  
 

要因分析 

・令和 4 年度の達成状況として、青少年自然の家主催事業の参加者は 8,730人
で、さわやかちば県民プラザ主催事業の参加者は 12,974人となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になった事業が再開に至って
いないことで、前年度より回復したものの基準値に到達していません。 

 
以上の実施状況と達成状況から、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい
と考えられる項目といたしました。 
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今後の方向 

・参加者の体験活動の機会を多く提供できるように今後も取り組んでいきます。 
・生涯学習推進センターとして実施すべき事業の充実を図るとともに、オンライ
ン開催の充実等、実施方法を工夫することで、多くの県民が参加できる学習機
会を提供していきます。 
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施策１０ 郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 

具体的な取組 
（１）郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進 
（２）多様な文化と認め合う国際社会の担い手の育成 
（３）文化にふれ親しむ環境づくり 

 

主な取組 

・千葉県の歴史や文化に関する県民の興味や理解を促すため、出土文化財を活用
した出前授業・体験学習等を実施しました（令和 5年度実績：105件）。また、
体験学習に必要な学習キットの新規配付や再配付等も合わせて実施しまし
た。 

・短期の海外派遣プログラムに参加する高校生等に対して 1 人につき 6 万円を
上限として補助を行う高校生等海外留学助成事業を通じて、1校 2名の生徒に
助成を行いました。また、県立学校 159校に派遣した 60名の ALTとの交流な
ど、異文化理解を深める教育活動を実施しました。 

・国際社会で活躍できる人材を育成するために、外国人留学生と交流を行うグロ
ーバル体験事業（県立高校生 49人参加）や、留学に関する情報提供等を行う
留学フェア（中高生 39人、保護者等 41人参加）、産業教育交流等を行う台湾
への派遣事業（生徒 9人、教員 7人参加）を実施し、国際教育交流の推進を図
りました。また、県立学校における国際教育交流の取組を県ホームページで紹
介しました。 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

学校・社会教育施設等における出

土文化財の活用件数 
１１８件 １５０件 １０５件 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（件） 40 77 107 105  
 

要因分析 

・新型コロナウイルス感染症の影響で減少した活用件数は戻ってきていますが、
目標値に到達していません。 

・主に小学校におけるリピート率が高くなっています。しかし、学習進度との兼
ね合いで体験事業の申込が同時期に集中し、重複することが多く、結果として
活用の機会を逸する事例が見受けられます。 

 
以上の実施状況と達成状況から、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい
と考えられる項目といたしました。 

今後の方向 
・更なる利用促進のため、利用時期の分散や学校以外の利用促進、新規利用に向
けた広報活動を実施していきます。 

・広報チラシの内容や配付方法等を改め、活用件数の増加を目指します。 
 
 

 
 
 

【基本目標４：県民】施策１０～１１ 

ちばの教育の力で、世界を舞台に活躍する人材を育成し、「楽しい」「喜び」に  

満ちた豊かな社会を創る 

・郷土と国の歴史への理解、多様性を尊重する態度など、国際社会の担い手 

として求められる能力の育成 

・県民がスポーツに親しむことができる環境の整備 

・障害者スポーツの推進 
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指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

留学・研修旅行のために出国した

生徒の人数（県立高校） 

３か月以上の留学・研修旅行 

５７人 増加を目指します ２５人 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（人） 17 23 36 25  
 

要因分析 

・3カ月以上の留学者数は、令和 4年度よりも 11人減少し、25人となっていま
す。 

・3カ月以下の留学を含めると、143人の生徒が海外研修等で出国し、出国した
生徒数は令和 4年度と比較して 38人増加しています。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が緩和され、海外研修等を実施する高
等学校が増えたこともあり、短期留学者数は増加しています。一方で、3カ月
以上の長期留学者数が減少しているのは、物価高騰や円安等の影響も考えら
れます。 

 
以上の実施状況と達成状況から、「目標達成に向け努力を要する」と評価しま
した。 

今後の方向 

・今後も外国人留学生との交流や留学説明会等を実施する中で留学への興味・関
心を向上させていきます。 

・3カ月以上の長期留学は、家庭的負担の増加や休学等高校生活に影響が出ると
考えられるため、期間を問わず短期の留学促進を図っていきます。 
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施策１１ 「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」の推進 

具体的な取組 
（１）人生を豊かにするためのスポーツの推進 
（２）ともに楽しめる障害者スポーツの推進 
（３）競技力の向上 

 

取組実績 

・様々な世代がスポーツに親しめるよう、10月を「スポーツ推進月間」として、
県内 8 つの総合型地域スポーツクラブで親子体験イベント等を実施し、親子
でのスポーツ機会を創出しました。 

・愛媛県で開かれたねんりんピックに本県選手 188 名を派遣する等、シニアス
ポーツの推進に取り組みました。 

・県民だよりやホームページ、ＳＮＳ等を活用し、スポーツや健康増進に関する
情報発信に努めました。 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和５年度） 

成人の週１回以上のスポーツ実施

率 
４８．７％ ６０％ ５３．７％ 

状況 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

実績値（％） 65.1 62.5 56.7 53.7  
 

要因分析 

・運動頻度が週 1回より少ない成人の回答理由として「仕事や家事・育児が忙し
く時間がとれない」などの回答が多く寄せられました。 

・年代別では週 3 日以上の運動実施率は 30 代～50 代で低く、30 代を底として
高年代ほど割合が高くなる傾向があります。よって、働き盛り世代の運動実施
率が低くなっているものと考えられます。 

 
以上の実施状況と達成状況を踏まえ、「目標達成に向け努力を要する」と評価
しました。 

今後の方向 

・運動、スポーツ習慣の定着と健康の増進に向けたリーフレットを新たに作成
し、スポーツや運動遊びの楽しさ、親子の絆を深める親子運動の方法など県民
が日常生活の中で無理なくできる運動例を周知していきます。また、働き盛り
世代、子育て世代の地域コミュニティーづくりとスポーツ活動を支援してい
きます。 

 


